
高知市立自由民権記念館指定管理者審査委員会における審査結果について 
 
１ 対 象 施 設 等 
   名    称  高知市立自由民権記念館 
   指定予定期間  平成31年４月１日から平成36年３月31日まで（５年間） 
 
２ 申 請 団 体 数  １団体  
 
 
３ 審     査 
⑴ 審査委員会開催日 

   第１回審査委員会  平成30年10月11日（木）  審査方法等事前説明 
   第２回審査委員会  平成30年10月25日（木）  申請団体面接及び書類審査 
⑵ 審査方法 

   申請団体から提出された書類の審査及び団体の面接を実施し，高知市公の施設に係る指定
管理者の指定手続等に係る条例（平成17年条例第69号）第４条の規定による選定基準に基づ
き７名の審査委員が採点を行い，得点を合計した。 

 ⑶ 審査結果 
   総得点     伊予鉄総合企画株式会社 954点（1400点満点） 
   主な評価内容 

高知市立自由民権記念館における過去の管理実績から，安定した維持管理が期待できる
ことや従業員の地元雇用を評価したものである。 
一方で，当該施設でのこれまでの業務や他施設での管理等の実績を活かし，インターネ

ットやＳＮＳの活用による広報強化，地域や学校との連携等，自由民権記念館の特色ある
事業展開を積極的に実施していただくことを強く望む。 

【高知市指定管理者審査委員会 審査集計表】 

高知市公の施設に係る

指定管理者の選定手続

等に関する条例第４条

（指定候補者の選定等） 

評 価 項 目 
配点 

(満点) 

伊予鉄総合企画

株式会社 

指定施設の運営方法が，

市民等の平等な利用を

確保することができる

ものであること 

１ 利用者の平等確保と

要望の把握及び反映 
140 96 

指定施設の設置の目的

に照らし，その管理を効

率的かつ効果的に行う

ことができるものであ

ること 

２ 事業計画 336 216 

指定施設の管理を適確

に遂行するに足りる人

的構成及び財産的基礎

を有するものであるこ

と 

３ 事業者概要 

４ 運営体制 

５ 施設の維持管理 

６ 利用者等の安全確保 

294 210 

収支予算書の内容が，施

設の管理経費の縮減が

図られるものであるこ

と 

７ 収支状況 280 197 

個人情報の取扱いを適

正に行う体制が整備さ

れていること 

８ 個人情報の保護 70 54 

市長等が施設の性質又

は目的に応じて別に定

める基準 

９ 政策・施策推進 

10 地域経済への貢献 
280 181 

合         計 1,400 954 



４ 審査委員会委員                            （敬称省略） 

 所属団体・役職名 氏 名 

委 員 長 高知市総務部副部長 加 藤 勝 巳 

副委員長 高知市財務部副部長 田 村 弘 樹 

委  員 

高知市教育委員会教育次長 高 岡 幸 史 

高知ＳＧＧ善意通訳クラブ 会長 

高知市立自由民権記念館協議会 委員 
木下くみ子 

四国税理士会 高知県支部連合会 常任理事 

四国税理士会 高知支部 常任理事 
楠 本 照 夫 

高知サンライズホテル 専務取締役 

高知商工会議所 副会頭 
古 谷 純 代 

高知県立高知城歴史博物館 館長 渡 部  淳 

 
 
 

 


